
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒750-8525　下関市春日町7番32号

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

公共下水道総合管理システム（排水設備）

下関市上下水道事業管理者

上下水道局下水道整備課

排水設備の普及促進

１排水設備工事申請・完了の別、２排水設備図面、３確認番号、４確認年月日、５
使用者名、６特定施設の有無、７除害施設の有無、８設置場所、９指定工事店名、
１０戸数、１１排水人口、１２利子補給利用の有無、１３工事費、１４私道工事の
有無、１５供用開始年度、１６申請者氏名、１７処理区、１８工事種類、１９持
家・借家の別 

排水設備工事申請者

本人からの届出

含まない

（名　称）下関市上下水道局下水道整備課

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

□有　☑無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒750-8525　下関市春日町7番32号

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

未水洗家屋台帳

下関市上下水道事業管理者

上下水道局下水道整備課

排水設備の普及促進

１設置場所、２建物所有者の氏名、３建物所有者住所、４建物所有者電話番号、５
使用者の氏名、６使用者住所、７使用者の電話番号、８建築物区分、９トイレの種
類、１０給水の用途、１１使用者番号、１２検針番号、１３メータ番号、１４供用
開始年月日、１５水洗化便所に改造できない理由内訳、１６事前調査内容、１７相
手方からの回答内容

供用開始区域内の未水洗家屋所有者

本人からの届出

含まれる

（名　称）下関市上下水道局下水道整備課

□法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

□有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
☑法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒750-8525　下関市春日町7番32号

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

水洗便所改造資金利子補給補助金管理システム

下関市上下水道事業管理者

上下水道局下水道整備課

排水設備の普及促進

１金融機関名、２支店名、３氏名、４住所、５借入日、６借入金額、７利率、８返
済回数、９返済日、１０返済額、１１利子、１２返済額計、１３計算日数

水洗便所改造資金利子補給補助利用者

団体からの提供

含まない

（名　称）下関市上下水道局下水道整備課

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒750-8525　下関市春日町7番32号

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

下水道事業受益者負担金システムファイル

下関市上下水道事業管理者

上下水道局下水道整備課

下水道事業受益者負担金賦課・徴収業務のため

１通知書番号、２受益者氏名、３受益者住所、４送付先氏名、５送付先住所、６電話番号、７土地
の所在、８地番、９地目、１０地積、１１土地所有者氏名、１２土地所有者住所、１３申告者番
号、１４申告者氏名、１５申告者住所、１６申告書発送日、１７申告書回収日、１８賦課年度、１
９賦課地積、２０負担金額、２１徴収猶予金額、２２減免金額、２３差引金額、２４調定金額、２
５報奨金額、２６延滞金額、２７督促手数料、２８過誤納金額、２９過誤納還付額、３０過誤納充
当額、３１還付加算金額、３２不納欠損額、３３収納区分、３４期割前納金額、３５納付済金額、
３６未納金額納付書、３７発行日、３８収納日、３９処理日、４０納付期限、４１督促状発行日、
４２徴収猶予申請事由、４３徴収猶予申請日、４４徴収猶予決定日、４５徴収猶予事由、４６徴収
猶予地積、４７徴収猶予率、４８減免申請事由、４９減免申請日、５０減免決定日、５１減免事
由、５２減免地積、５３減免率、５４口座振替金融機関名、５５口座種別、５６口座番号、５７預
金者名

下水道事業受益者負担金の受益者

本人からの申告、局からの認定

含まない

―

（名　称）下関市上下水道局下水道整備課

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

□有　☑無

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）


